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 第５６回 組合定期大会 
 

日 時 ： 平成２０年５月１１日（日）  
午後３時より 

場  所 ： 上田市 ささや 

 

レットゴルフ大会を開催します。リーズナブルな参加費に、豪華景品や懇親会込みで

参加を頂いています。日程は下記の通り。大勢のご参加をお待ちしています。 

５月２５日（日曜日） 
サングリーン菅平マレットゴルフ場 
１，５００円 
 （プレー代、懇親会費用、温泉付き） 
スティック等のレンタルを希望される方は当日会場で直接お願いします。 
費用は各自ご負担下さい。 
５月１５日（木）までに組合へお申込み下さい。 

組合員とその扶養家族のみとします。その他の方はご遠慮下さい。 
での飲酒は控えさせていただきます。 
ついては後日、６月分組合費等と一緒にご請求いたします。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病気またはケガにより休業した場合、組合から以下のような給付が受けられます。 

受取代理とは、出産する病院等を受取代理人として

出産育児一時金を事前に申請し、出産後に病院等が

請求する出産費用について３５万円を限度として代

理人へ支払う制度です。 

 対象となるのは、建設国保被保険者で出産予定日

まままで１ヶ月以内の方。 

出出産産予予定定日日

でで１１ヶヶ月月以以内内

 
 
 
建設国保では被保険者が出産した時に、１児につき３５万円の出産育児一時金を支給しています。こ

の給付は、原則として出産後の届出により組合員本人の口座へお支払いしています。したがって、被

保険者は出産にかかる費用を立て替えて医療機関に支払うことになります。この、被保険者の医療機

関窓口で支払う出産費用の軽減を目的に、平成 19 年 4 月より出産について、病院が請求する費用の

受取代理を導入しています。受取代理は強制ではありませんので、希望する方のみ申請して下さい。

希望されない方は、従来どおり出産後の申請 
により出産育児一時金を支給します。(組合員 
へ支払い。医療機関への直接支払いは出来ま 
せん。) 
 また、出産費用の一部を出産前に請求する 
医療機関があります。その場合、多くが出産 
予定日の１ヶ月以上前に請求されますので、 
その費用については受取代理の事前申請は出来ません。どうしても支払いが困難な場合、出産育児一

時金の貸付制度も継続していますのでそちらをご利用いただくことが出来ます。 
 受取代理を申請した方で、医療機関からの出産費用の請求額が３５万円を下回る場合、その差額は

組合員へ支払います。逆に請求額が３５万円を上回る場合は、その差額は窓口にて自己負担していた

だくようになります。申請書類は組合にありますので、必要な方はご連絡下さい。 
（組合員本人が対象・一部配偶者補助あり）

○入院 
 病気 不慮の事故 労災 交通事故 

建設国保 
（80 日限度） 

特 1 種 5,500 円  第 4 種 3,000 円 
第 1 種 5,000 円  第 5 種 3,500 円 
第 2 種 4,000 円  第 6 種 3,000 円 
第 3 種 3,500 円 

― ― 

配偶者入院見舞金 2,000 円（１日目より 60 日限度） ― ― 

けんろう共済 65 歳未満 4,500 円（免責 4 日、200 日限度） 
65 歳以上 2,500 円（免責 4 日、100 日限度） 

セット共済 ― 65 歳未満 1,000 円（免責 4 日、180 日限度） 
65 歳以上  な し  

2,500 円（同左） 
1,500 円（同左） 

○通院 
 病気 不慮の事故 労災 交通事故 

建設国保 
（80 日限度） ― 

特 1 種 4,000 円

第 1 種 3,500 円

第 2 種 2,500 円

第 3 種 2,000 円

第 4 種 1,500 円

第 5 種 2,000 円

第 6 種 1,500 円

 

骨
折
及
び       

 
 

骨
の
切
断
の
み 

 

― ― 

けんろう共済 65 歳未満 2,000 円（免責 4 日、100 日限度） 
65 歳以上 1,000 円（免責 4 日、100 日限度） 

実通院日数×750 円

セット共済 ― ― ―

（ 限度）



 

 

 

 

 春、新入学の季節です。組合では今年も、

４月に小学校、中学校へ入学するお子さん

のいる世帯へ、入学祝金を給付します。

 給付額は１人につき 4,000 円。該当世帯

へは、各組合員個人口座へお振込いたしま

した。 

 小・中学校へ入学されるお子さんのいる

世帯で、まだ支給されて 

いない方は組合へご連絡 

下さい。 

 

 

  

第３７回うえだこどもまつりにて、上小建労青年部が

木工広場を今年も開催します。うえだこどもまつりと

は、市内の各種団体や中学生ボランティアが中心となり

様々な催事を行なうお祭りです。何を作るのかは当日の

お楽しみ！木工広場の他にもさまざまな企画が開催さ

れる予定ですので、ぜひ遊びにお出かけ下さい。 

 開催は５月５日（月・祝）、 

上田城跡公園一帯にて 10：00～部材終了まで 

           整理券発行予定 

参加は無料です。 

 平成 20 年度建設国保保険料及び介護保険料は、19 年度より変更はありませんが、従来の保険料試算

表の内容は変わりました。 

（月額） 

種別 本人のみ 扶養 1人 扶養 2人 扶養 3人 扶養 4人 扶養 5人 介護保険料

特 1種 
法人事業主 

21,000 円 23,700 円 26,400 円 29,100 円 31,800 円 34,500 円 2,700 円 

第 1種 
個人事業主 

19,200 円 21,900 円 24,600 円 27,300 円 30,000 円 32,700 円 2,500 円 

第 2種 
一人親方 

14,700 円 17,400 円 20,100 円 22,800 円 25,500 円 28,200 円 2,000 円 

第 3種  
従業員 

10,800 円 13,500 円 16,200 円 18,900 円 21,600 円 24,300 円 1,700 円 

第 4種 
70 歳以上 

8,700 円 11,400 円 14,100 円 16,800 円 19,500 円 22,200 円  

第 5種 
25 歳～30 歳 

7,100 円 9,800 円 12,500 円 15,200 円 17,900 円 20,600 円 
扶養家族 

介護保険料

第 6種 
24 歳以下 

5,200 円 7,900 円 10,600 円 13,300 円 16,000 円 18,700 円 1,600 円 

※ 組合員の妻、学生、障害者、病気療養者以外で、20 歳以上 65 歳未満の扶養家族がいる場合は、該

当家族１人につき 3,500 円が上記金額に加算されます。 

※ 介護保険料は 40 歳になる誕生日の前日が加入日となります。65 歳以上の方は、年金からの天引き

または各市町村からの徴収となります。 

○ 平成 20 年 4 月 1日現在、70 歳、31 歳、25 歳の方は、4月分より種別が変更となっていますのでご

確認下さい。 

○ 平成 18 年 11 月１日～平成 19 年 10 月末日までの間に、会社から独立したり、従業員を雇ったなど

の業態変更の申告があった方も、種別が変更となっています。 

 
４月度請求書に「平成２０年度保険料納入告知書」を同封しました。保険料については、２月末現

在の状況で計算していますので、扶養家族の移動等により途中で変更となることがあります。 
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３月２３日（日）、東京もんじゃ・水戸偕楽園ウォーキングに続き、「浜名湖ウオーキング旅

」実施しました。 

日は、小春日和の穏やかな日、大盛況で４５名を乗せたバスは当初予定のみかんが今年は不

だったとの事で、急遽イチゴ狩りに変更となりましたが、真っ赤に実ったイチゴをお腹いっ

いに満喫することができました。 

の後、遠州灘ふぐ会席。 

チゴでお腹がいっぱいになってしまった方もいたようですが、豪華な昼食をとることが出来

した。その後、２００４年に開催された浜名湖花博の会場跡地「浜名湖ガーデンパーク」を

策。うなぎパイ工場を見学し、航空自衛隊浜松広報官での航空機を見ることができました。
かなか間近で見ることのできない航空機を見ることができ、とても楽しい１日となりました。
 

 

 
 

 ２月１２日～３月１４日までの約１ヶ月間、組合では恒例の決算申告相談会を開催しました。 

「これが終わるまでホッとできない…」と初日から予約でいっぱいでした。 

前半は、事務局３名で個別相談に対応しましたが、後半６日間は、建設労連からの応援をお願いし、

４名での対応となりました。相談件数は、昨年より若干増えて２２０件の相談がありました。 

毎年やってはいても、やはり自分ひとりでやるのは不安、一度は相談しておきたいという方が多いよ

うで、期間中は連日混雑していました。 

 


